
 
入 札 公 告 

 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

令和８年３月６日  

軽自動車検査協会 東京主管事務所  

契約担当役 所長 佐藤 誠晃 

 

１．入札事項 

（１）工 事 名   相模支所検査機器ピット改修その他工事 

（２）工事場所   神奈川県愛甲郡愛川町中津字桜台４０７１番５ 

（３）工事内容   検査機器ピット改修その他工事、仮設コース上屋設置、撤去、等 

なお、設計図面は、軽自動車検査協会東京主管事務所で貸与又は閲覧に供します。 

（４）工 期   令和９年３月１９日（金）まで 

 

２．競争参加者に必要な資格に関する事項 

（１）令和７・８年度国土交通省一般競争（指名競争）参加資格において、業種区分「建築工事業」に係る競 
争参加資格者の名簿に登録された者であって、「C」等級以上に格付けされている者、又は令和７・８年 
度関東地方整備局一般競争（指名競争）参加資格（港湾空港関係を除く）において、工事種別「建築工事」 
に係る競争参加資格者の名簿に登録された者であって、「D」等級以上に格付けされている者（会社更生 
法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがな 
されている者については、手続開始の決定後、再度国土交通省の認定を受けていること。）であること。 

（２）予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３）会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開 

始の申立てがなされている者でないこと（上記２．（１）の再認定を受けた者を除く。）。 

（４）国土交通省から指名停止を受けている期間中でないこと。 

（５）発注工事に係る建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者及び現場 

代理人を工事現場に専任で配置できること。 

（６）本工事に係る設計監理業務の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連のある建 

設業者でないこと。 

（７）軽自動車検査協会東京主管事務所管内（東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神 

奈川県、山梨県）に本社、支店等営業の本拠を有する者であること。 

（８）次のいずれにも該当しないこと。 

① 役員（業務を遂行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じるものをいい、相談役、顧問その

他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人・団体に対し業務を執行する社員、取締

役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）が

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」

という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められる

とき。 

② 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号について同じ。）又は 

暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

③ 役員等が自己、当該法人・団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え 

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 



 
④ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは 

積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

 

３．競争参加資格の確認 

本競争入札の参加希望者は、競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げる書類を提出し、競争

参加資格の有無について確認を受けること。 

（１）提出する書類 

① 競争参加資格の審査結果通知書の写し 

令和７・８年度国土交通省一般競争（指名競争）参加資格、又は令和７・８年度関東地方整備局

一般競争（指名競争）参加資格（港湾空港関係を除く）の資格審査結果通知書の写しを提出しな

ければならない。 

また、通知書の写しには、余白部分に提出年月日を記入し、責任者の記名及び押印をすること。 

② ３．（１）①の参加資格の申請の際に提出した申請書類及びその添付書類一式（電子申請による 

場合はその際の画面を印刷したものでも可）の写し 

③ 経営事項審査結果通知書の写し（②の添付書類でない場合に限る。） 

（２）提出期限 

令和８年３月６日（金）から令和８年３月１６日(月)まで 

土曜日及び日曜日、祝日を除く日の８時３０分から１７時００分まで 

郵送の場合は、３月１３日（金）１７時００分まで必着とする 

（３）提出場所 

東京都港区港南三丁目３番７号 

軽自動車検査協会東京主管事務所 管理課 電話 ０３－６７１２－８６２１ 

（４）提出方法  

提出場所に持参又は郵送  

なお、郵送の場合は事前に３．（３）の提出場所へ連絡し、送付方法及び送付書類等を確認した 

うえで発送すること。 

 

４．入札心得書等関係書類の配布及び設計図書の貸与場所 

競争参加資格を有することを証明するための書類の提出時に、上記３.（３）の場所にて以下の書

類を配布及び貸与をする。 

（１）入札説明書 

（２）入札心得書 

（３）入札用紙（第１号様式）及び所定の内訳書 

（４）入札書提出用封筒（第３号様式）例 

（５）設計図面（貸与） 

 

５．入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 

（１）日 時：令和８年４月３日（金）１１時００分 

（２）場 所：東京都港区港南三丁目３番７号 

軽自動車検査協会 東京主管事務所 会議室 

（３）提出方法：入札場所に持参すること。 

 

 



 
６．入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金 免除 

（２）契約保証金 納付（契約保証金には利子は付さない。） 

ただし、銀行その他の金融機関又は保証事業会社の保証を持って契約保証金の納

付に代えることができる。 

 

７．契約条項を示す場所 

上記３．（３）に同じ。 

 

８．その他 

（１）入札の無効 

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した者の入札は無 

効とする。 

（２）入札書の記載金額 

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加 

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって 

落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ 

るかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ 

と。 

入札書に記載された金額の内訳を別紙とし、初回分のみ添付すること。 

（３）落札者の決定方法 

予定価格の制限の範囲内かつ最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

ただし、落札者となる者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行が 

なされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序 

を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲 

内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格を入札した者を落札者とすることがある。 

なお、同額入札の場合は、入札参加者の立会いによるくじ引きにより決定する。 

また、開札の結果については公表することがある。 

（４）落札決定及び契約締結 

   本入札に係る落札決定及び契約締結は、本件に係る令和８事業年度予算が認可されることを条件 

とする。 

なお、落札決定及び契約締結は、令和８年４月３日以降とする。 

（５）契約書作成の要否 要 

 

 

 

〔連絡先〕 

東京都港区港南三丁目３番７号 

軽自動車検査協会 東京主管事務所 管理課  電 話 ０３－６７１２－８６２１ 

ＦＡＸ ０３－６７１２－８６２５ 


